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住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱
炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消
費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」
が2022年6月17日に公布され、これまで段階的な施行
を経て、2025年4月に「建築物省エネ法」や「建築基準
法」などの改正が施行（3年目施行）されるまで残り4か
月を切りました。
影響が大きな改正の概要について記しますので、皆様
の業務にお役立ていただければと思います。

①建築確認手続き等の見直しなど
・現行法では、階数2以下で延べ面積500㎡以下の
木造建築物は、建築士が設計・工事監理を行った場合には
構造関係規定等の一部審査省略（【4号特例】）となって
いましたが、法改正により2025年4月以後に工事着手す
るものから、その対象となる規模が“平家かつ延べ面積
200㎡以下”に縮小（非木造と同様の規模）され、構造･
省エネ関連の図書等の提出とその審査が必要となります。
【新2号】
また、都市計画区域等の区域外で建築確認･検査の対象
外とされていた“階数2以下かつ延べ面積500㎡以下”の
木造建築物も同様に、“平家かつ延べ面積200㎡以下”
に縮小となります。

 

②構造関係規定の見直し
　（木造戸建住宅の壁量計算等を見直し）
・現行の壁量基準・柱の小計の基準では「軽い屋根」

「重い屋根」の区分に応じて必要壁量・柱の小計を算定して
いましたが、木造建築物の仕様は多様化しており、この
区分では適切に必要壁量や必要な柱の小径が算定でき
ないおそれがあり、特により高い省エネ性能のニーズが
高まる中、断熱性能の向上や階高の引き上げ、トリプル
ガラスサッシ、太陽光発電設備等が設置される場合には、
従来に比べて重量が大きく、地震動等に対する影響に
配慮が必要となる事から、木造建築物の仕様の状況に
応じて必要壁量・柱の小径を算定できるよう見直されます。
（建築基準法施行令等を改正し、令和7年4月に施行。
なお、1年間の壁量基準等を適用可能とする経過措置を
設ける予定となっています）

③省エネ基準適合義務の対象拡大など
・現行法では延べ300㎡以上の新築非住宅で適合が
義務付けられていますが、法改正により2025年4月以後
に工事着手する原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ
基準適合が義務付けられます。

 

改正建築物省エネ法・建築基準法の
3年目施行について
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（2025年4月からのルール改正について）
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